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○枚方市情報公開条例 

平成29年９月13日 

第１条 この条例は、保有情報を公開することにより、市政に関する市民の知る権利を保障

し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政参加を促進し、もって地方自治の

本旨に即した市政を推進することを目的とする。 

～ 略 ～ 

第５条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る保有情報に次に掲げる情

報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、当該公開請

求をしたもの（以下「公開請求者」という。）に対し、当該保有情報を公開しなければな

らない。 

～ 略 ～ 

（６） 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法

人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にするこ

とにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市

民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すと認められるもの 

（７） 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法

人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる支障

を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見

を困難にすること。 

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方

公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

すること。 

ハ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすこと。 

ニ 独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上の正当な利益を著しく害すること。 

～ 以下省略 ～ 


